
【講演項目】 (定員20名、撮影・録音はご遠慮ください） 

◆◆◆　第2522回セミナー参加申込書　◆◆◆

■◇■　受付FAX：03-3639-3720　■◇■  その他ご連絡事項がありましたら欄外にお書きください。

　【請求書等ご送付先】 〒

　【Tel】 　【受講証明書】 ご希望の方は右の□にレ点を。□

　【Mail】

　【事務ご担当者名】 　【Ｔel】

●参加お申し込みには下欄各項目をご記入の上、下記受付FAXまでお送り下さい。●申込者が複数の場合は全員のお名前をご記入下さるか、この申込書をコ
ピーされ別途ご記入の上、FAXして下さい。●弊社ホームページ(「金融ファクシミリ」で検索)からもお申し込みできます。●お客様の情報を部外者に提供するこ
とはしません。●FAXまたはホームページからの申し込み受付を以て正式契約となります。●申込書受信後、弊社から参加受講券を兼ねた「受付完了メール」を
お客様へ送信し、その後、｢請求書｣を別途ご郵送します。●申し込まれたのに、受付完了メールがお客様の元に届かない場合は、弊社担当（電話03-3639-
8858)までご連絡下さい。●お申し込み後に参加不都合となった場合は、キャンセルではなく代理出席をお願いします。それも難しい場合は資料郵送をもって出
席とさせていただきます。●お振り込みいただいた受講料は原則お返しできませんが、開催中止の場合はご返金します。その他の補償はしかねます。●今後、
当FAX案内を希望されない方は、欄外に会社名、部署名、電話番号、FAX番号とともに「案内不要」とご記入の上、受付FAXまでご送信下さい。

　【法人名】 　【部署名】

　【役職名】 　【氏名】

　１．洋上再エネの最新動向
　２．漁業の種類，法的位置付けと留意点
　　（１）海域の管理法制度と漁業権
　　（２）漁業権の内容と法的性格
　　（３）漁業権以外の漁業
　３．漁業権に関する紛争事例と洋上再エネ事業への適用
　　（１）海域利用に関する紛争の類型と特徴
　　（２）紛争事例の実際と問題点
　　（３）洋上再エネ事業を行うについての留意点

  ４．漁業補償の根拠と方法
　　（１）漁業者との合意形成の手法
　　（２）漁業補償の法的根拠，内容
　５．洋上再エネに関わる漁業補償の課題と対策

【講師紹介】　鎌田 智（かまた さとる）氏　1985年防衛大学校理工学部卒業，1988年陸上自衛隊退官，1993年弁護士登録，藤
林法律事務所，2005年～2007年グッドウィル・グループ株式会社法務部長。2007年鎌田法律事務所，2012年第一東京弁護士会
常議員。現在，海事保佐人，第一東京弁護士会環境保全対策委員会委員，第一東京弁護士会総合法律研究所会社法研究部
会会員。著述：「洋上風力発電等の海洋再生エネルギーの事業化における法的課題｣（共著，NBL1008号），｢漁業権に関する裁
判例の分析と洋上風力発電における留意点｣（環境管理2014年6月号）等。

　　　【日時】 2014年9月25日（木）13:30-16:30 　　【場所】 東京都中央区日本橋小網町9-9
　　　　　　　小網町安田ビル2F　セミナールーム
　　　　　　　セミナー事務局TEL：03-3639-8858

　　　【料金】 1人目は 27,600円 (税込29,808円)
　　　　　　　　2人目から 26,400円 (税込28,512円)

◆◆◆ 《第2522回金融ﾌｧｸｼﾐﾘ新聞社ｾﾐﾅｰ》のご案内 ◆◆◆

新しい金融ファクシミリ新聞社セミナーをご案内致しました。ご回覧、ご検討をお願いします。
主催：ＦＮコミュニケーションズ(電話03-3639-8858)　共催：金融ファクシミリ新聞社(http://www.fng-net.co.jp)

洋上再エネ事業を進める上で留意すべき
漁業権と漁業補償に係る諸問題

鎌田 智 氏 　鎌田法律事務所　弁護士

【講演趣旨】  海洋に関する施策を集中的かつ総合的に推進するために，首相官邸に設置されている「総合海洋政策本部」に
より，海洋再エネの実証フィールドが選定され，洋上風力発電をはじめとする「海洋再エネ事業」の推進に一層弾みのつくことが
期待されています。しかしながら，海域の利用には，漁業関係者の複雑な権利が係ってきます。近年，漁業関係者との協調によ
る事業推進も見られるようにはなりましたが，漁業権の法的性格，合意形成の基本である漁業補償等について，事業遂行者は
十分理解する必要があります。
　そこで本講演では，漁業権等の紛争事例を踏まえつつ，その権利構造と事業遂行上の留意点，漁業補償を含む合意形成の手
法と法的課題について解説します。


